
（仮称）七ヶ宿長老風力発電事業 環境影響評価準備書に係る答申（案）

１ 全般的事項 

（１） 対象事業実施区域（以下「事業区域」という。）は，全域が蔵王高原県立自然

公園に位置しており，近傍には東北の名峰である蔵王連峰や七ヶ宿ダムが存在

し，宮城県にとって極めて重要な景観資源や水道水源を有する地域である。 

このことから，事業の実施に当たっては，騒音による影響，動植物への影響及

びその他の環境要素に関しても，準備書に記載された環境保全措置を確実に実施

し，環境影響の一層の回避・低減に努めること。  

（２） 予測結果に不確実性を伴う項目等について，事後調査を適切に実施し，その結

果を踏まえ，必要に応じて更なる環境保全措置を講じること。 

（３） 事業区域周辺の住民，立地する白石市や七ヶ宿町及び関係者に対して，環境影

響に関する情報を積極的に提供するとともに，理解を得ながら事業を進めること。 

２ 個別的事項 

（１） 大気質 

工事用資材等の搬出入車両の走行に伴い排出される窒素酸化物について，大型車の 

車種を細分化したうえで算出し，生活環境への影響を適切に評価すること。 

また，福岡八宮地区の予測値については，道路の縦断勾配が排出係数の補正式の適

用範囲を超えていることから，過小に算出されることを踏まえ，適切に評価すること。 

（２） 騒音及び低周波音 

イ 騒音等の影響については，風車からの距離や環境省に定める「風力発電施設から

発生する騒音等測定マニュアル」に基づいて一概に評価するのではなく，平成 30 年

10 月にＷＨＯが改訂した環境騒音についてのガイドラインを参考にするなど，最新

の知見に基づいて，適切に評価し，評価書に記載すること。 

ロ 工事の実施に係る騒音について，対象事業実施区域において「幹線交通を担う道

路に近接する空間についての基準値」を当てはめる等，予測条件が実態に即して

いないため，適用する基準，条件について再度検討した上で，必要に応じて評価

のやり直しを行うこと。 

ハ 風車の稼働に係る騒音については，事業区域が特に静穏な地域であることから，

適用する騒音に係る指針値等を見直した上で，地域特性や最新の知見を十分に踏ま

え，適切に評価すること。 
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ニ 建設機械の稼働による騒音については，等価騒音レベルだけでなく，５％時間率

騒音レベルも算出し，適切に評価したうえで，評価書に記載すること。 

（３） 水質 

イ 工事の実施による水の濁りの予測に当たっては，近年の降雨量の変化を踏まえ，

最新の気象データを用いた予測及び評価についても，評価書に記載すること。 

ロ 沈砂池排水中の土砂の到達距離に関する予測について，到達距離（斜面長），地

形の形状（ガリや下層植生の有無）等，排出先の条件を再検討し，評価書に記載

すること。 

ハ 工事の実施に当たっては，沈砂池を造成した上で，仮排水路を設置する等，濁水

対策を講じた上で作業を行うこと。 

（４） 動物 

イ ヤマコウモリの一種について，重要な種として適切に予測及び評価し，結果につ

いては保護対策も含めて評価書に記載すること。 

ロ コウモリ類の事後調査については，バットストライクが頻発する時期の８月中旬

から９月中旬に少なくとも１週間に１回の頻度で実施すること。また，照射半径が

広い機種を選択し，十分な調査，予測及び評価を行うこと。 

ハ 事後調査によりバットストライクが多く確認された場合は，風車のカットイン風

速の変更など，衝突防止のための追加の環境保全措置を実施すること。 

ニ 作業ヤード等の平坦な改変区域の復旧方法については，砂利敷きにする等，イヌ

ワシの誘因を避けるよう配慮すること。 

ホ 沈砂池内において両生類等の卵等が確認された場合には，移設先や移設手法を適

切に選定し，実効性の高い環境保全措置を講じるものとし，その内容を評価書に記

載すること。 

（５） 植物 

事業区域に近接する重要な植物群落に対する工事の実施による間接的な影響につ

いて，適切に予測及び評価し，評価書に記載すること。 

（６） 放射線の量 

イ 造成等の工事によって，放射性物質を含む汚染水が対象事業実施区域外に流出し



ないよう，適切な環境保全措置を講ずるものとし，その内容を評価書に記載する

こと。 

ロ 伐採木への放射性物質の吸着について適切に調査し，伐採後の利用方法等と併せ

て評価書に記載すること。 


